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介護老人保健施設セージュ新ことに 

入 所 利 用 約 款 
（約款の目的） 
第１条 介護老人保健施設セージュ新ことに（以下「当施設」という。）は、要介護状態

と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨

に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施

設サービスを提供し、一方、利用者及び利用者を扶養する者（以下「身元引受人」

という。）は、当施設に対しそのサービスに対する料金を支払うことについて取り

決めることを本約款の目的とします。 
（適用期間） 
第２条  本約款は、利用者が介護老人保健施設入所同意書を当施設に提出したときから

効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに同意を得るこ

ととします。 
２   利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１及び別紙２の改訂が行われ

た時、退所し再入所の場合は新たに同意を得ることとします。 
（利用者からの解除） 
第３条 利用者及び身元引受人は、当施設に対し退所の意思表明をすることにより、本

契約に基づく入所利用を解除・終了することができます。 
（当施設からの解除） 
第４条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には本契約に基づく

入所利用を解除・終了することができます。 
①    利用者が要介護認定において「自立」又は「要支援１」「要支援２」と認定され

た場合 
②    当施設において定期的に実施される入所経過判定会議において、退所して居宅

において生活ができると判断された場合 
③  利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サ                                                                   

―ビスの提供を超えると判断された場合 
 ④  利用者及び身元引受人が、本契約に定める利用料金を１か月分以上滞納し、そ   

の支払いを督促したにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合 
⑤   利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難

となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 
⑥  天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用

させることができない場合 
（利用料金） 
第５条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護保健

施設サービスの対価として、運営規程、別紙に定める「入所利用料金表」の料金

をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供

に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。（外泊の場合は、居住費も

合算します。）但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利

用料金を変更することがあります。 
２   当施設は、利用者及び身元引受人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額

の請求書及び明細書を、毎月６日までに送付し、利用者及び身元引受人は、連帯
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して、当施設に対し当該合計額をその月の１７日（土日祝祭日は翌営業日）にご

指定の口座から引き落としとなります。お支払いの方法は、預金口座振替とさせ

て頂きます。但し、引き落とし出来なかった場合は、その月分を現金窓口支払い

や現金振込となる場合もございます。利用料金については運営規程の利用料金表

を参照下さい。 
３  当施設は、利用者又は身元引受人から､１項に定める利用料金の支払いを受けた

ときは、利用者及び身元引受人が指定する送付先に対して､領収書を送付します。 
（記録） 
第６条 当施設は､利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記

録を利用終了後２年間は保管します。 
２  当施設は､利用者が前項の記録の閲覧､謄写を求めた場合には、原則としてこれ

に応じます。但し､身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対し

ては､利用者の承諾があり、必要と認められる場合に限りこれに応じます。 
（身体の拘束等） 
第７条 当施設は､原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し,自傷他害の恐れ

がある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には､当施設の

医師がその様態及び時間､その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理

由を診療記録に記載することとします。 
（秘密の保持） 
第８条 当施設とその職員は､業務上知り得た利用者又は身元引受人若しくはその家族

等に関する秘密を､正当な理由なく第３者に漏らしません。利用者に関する情報は

ご本人または身元引受人に直接ご確認をお願いすることとします。但し、次の各

号についての情報提供については、当施設は､利用者及び身元引受人から予め同意

を得た上で行うこととします。 
  ①  介護保険サービスの利用のための市町村､居宅介護支援事業者その他の介護保

険事業者等への情報提供、あるいは､適切な在宅療養のための医療機関等への療養

情報の提供。 
   ②   介護保険サービスの質の向上のための学会､研究会等での事例研究発表等。なお、

この場合､利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。                                                                  

２ 前項に掲げる事項は､利用終了後も同様の取り扱いとします。 
（緊急時の対応） 
第９条 当施設は利用者に対し､施設医師の医学的判断により受診が必要と認める場合、

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 
 ２  当施設は､利用者に対し､当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難

な状態又は専門的な医学的対応が必要と判断した場合､他の専門的機関を紹介し

ます。 
 ３  前２項の他、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合､当施設は､利用

者及び身元引受人が指定する者に対し緊急に連絡します。また､専門的な緊急医療

を要する状態に陥ったときは､身元引受人への連絡の前に専門医療機関に転送す

ることがあります。 
 ４  入所のサービスの提供により事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の

家族等に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。 
 ５  他医療機関へ受診の際は、原則ご家族様が同伴して頂く事となります。 
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（要望又は苦情等の申出） 

第１０条 利用者及び身元引受人は､当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての

要望又は苦情等について､管理者に文書、電話、口答等で申し出ることができます。

施設内には「ご意見箱」を用意し、苦情、ご意見等を受け付けております。苦情

については図１に示したように誠意を持って対応いたします。 
（賠償責任） 

第１１条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利

用者が損害を被った場合，当施設は利用者に対して損害を賠償するものとしま                              

す。  
 ２  利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合､利用者及び身

元引受人は､連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 
 ３  事情により利用者が現金を保持される場合、原則として上限を 3,000 円としま

す。また、保持している現金や PC・タブレット・スマホなどの貴重品を紛失した

場合、当施設での保障、責任は負えません。 
（利用契約に定めのない事項） 

第１２条 この約款に定められていない事項は､介護保険法令その他諸法令に定めるとこ

ろにより､利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることと

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













（単位：円　令和7年5月1日現在）

介護度 利用者負担段階 合　計

第１段階 16,500 (550) 9,000 (300) 1割負担 23,971 49,471

第２段階 16,500 (550) 11,700 (390) 1割負担 23,971 52,171

19,500 (650) 1割負担 23,971 84,571

40,800 (1,360) 1割負担 23,971 105,871

1割負担 23,971 152,311

2割負担 47,942 176,282

3割負担 71,913 200,253

第１段階 16,500 (550) 9,000 (300) 1割負担 26,253 51,753

第２段階 16,500 (550) 11,700 (390) 1割負担 26,253 54,453

19,500 (650) 1割負担 26,253 86,853

40,800 (1,360) 1割負担 26,253 108,153

1割負担 26,253 154,593

2割負担 52,505 180,845

3割負担 78,758 207,098

第１段階 16,500 (550) 9,000 (300) 1割負担 28,230 53,730

第２段階 16,500 (550) 11,700 (390) 1割負担 28,230 56,430

19,500 (650) 1割負担 28,230 88,830

40,800 (1,360) 1割負担 28,230 110,130

1割負担 28,230 156,570

2割負担 56,460 184,800

3割負担 84,690 213,030

第１段階 16,500 (550) 9,000 (300) 1割負担 29,964 55,464

第２段階 16,500 (550) 11,700 (390) 1割負担 29,964 58,164

19,500 (650) 1割負担 29,964 90,564

40,800 (1,360) 1割負担 29,964 111,864

1割負担 29,964 158,304

2割負担 59,928 188,268

3割負担 89,892 218,232

第１段階 16,500 (550) 9,000 (300) 1割負担 31,637 57,137

第２段階 16,500 (550) 11,700 (390) 1割負担 31,637 59,837

19,500 (650) 1割負担 31,637 92,237

40,800 (1,360) 1割負担 31,637 113,537

1割負担 31,637 159,977

2割負担 63,274 191,614

3割負担 94,911 223,251

6

76,500 (2,550)

介護老人保健施設セージュ新ことに

入所強化型利用料金　（個室）
1．月　額　利　用　料　金　（30日計算）

居住費 食　費 基本料金

要介護１
第３段階 41,100 (1,370)

第４段階 51,840 (1,728)

要介護２
第３段階 41,100 (1,370)

第４段階 51,840 (1,728)

要介護３
第３段階 41,100 (1,370)

第４段階 51,840 (1,728)

(1,370)

第４段階 51,840 (1,728)

(2,550)

76,500 (2,550)

76,500

(2,550)

（　　）は1日当たりの金額

76,500 (2,550)

要介護５
第３段階 41,100 (1,370)

第４段階 51,840 (1,728) 76,500

要介護４
第３段階 41,100



（単位：円　令和7年5月1日現在）

介護度 利用者負担段階 合　計

第１段階 0 9,000 (300) 1割負担 26,496 35,496

第２段階 12,900 (430) 11,700 (390) 1割負担 26,496 51,096

19,500 (650) 1割負担 26,496 58,896

40,800 (1,360) 1割負担 26,496 80,196

1割負担 26,496 116,106

2割負担 52,992 142,602

3割負担 79,488 169,098

第１段階 0 9,000 (300) 1割負担 28,808 37,808

第２段階 12,900 (430) 11,700 (390) 1割負担 28,808 53,408

19,500 (650) 1割負担 28,808 61,208

40,800 (1,360) 1割負担 28,808 82,508

1割負担 28,808 118,418

2割負担 57,616 147,226

3割負担 86,424 176,034

第１段階 0 9,000 (300) 1割負担 30,846 39,846

第２段階 12,900 (430) 11,700 (390) 1割負担 30,846 55,446

19,500 (650) 1割負担 30,846 63,246

40,800 (1,360) 1割負担 30,846 84,546

1割負担 30,846 120,456

2割負担 61,692 151,302

3割負担 92,538 182,148

第１段階 0 9,000 (300) 1割負担 32,611 41,611

第２段階 12,900 (430) 11,700 (390) 1割負担 32,611 57,211

19,500 (650) 1割負担 32,611 65,011

40,800 (1,360) 1割負担 32,611 86,311

1割負担 32,611 122,221

2割負担 65,221 154,831

3割負担 97,831 187,441

第１段階 0 9,000 (300) 1割負担 34,223 43,223

第２段階 12,900 (430) 11,700 (390) 1割負担 34,223 58,823

19,500 (650) 1割負担 34,223 66,623

40,800 (1,360) 1割負担 34,223 87,923

1割負担 34,223 123,833

2割負担 68,445 158,055

3割負担 102,668 192,278
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76,500 (2,550)

介護老人保健施設セージュ新ことに

入所強化型利用料金　（４人部屋）
1．月　額　利　用　料　金　（30日計算）

居住費 食　費 基本料金

要介護１
第３段階 12,900 (430)

第４段階 13,110 (437)

要介護２
第３段階 12,900 (430)

第４段階 13,110 (437)

要介護３
第３段階 12,900 (430)

第４段階 13,110 (437)

(430)

第４段階 13,110 (437)

(2,550)

76,500 (2,550)

76,500

(2,550)

（　　）は1日当たりの金額

76,500 (2,550)

要介護５
第３段階 12,900 (430)

第４段階 13,110 (437) 76,500

要介護４
第３段階 12,900





　教養娯楽費

　特別室使用料
　テレビ
　冷蔵庫 　　　　　　　　　　　　　 2,530円
　コイン式洗濯機 　・カット＋顔剃り　 　　 　　2,310円
　コイン式乾燥機 　・カットのみ　　　　　  1,980円
　業者外注洗濯 　・顔剃りのみ　　　　 　1,320円

　　　　　　　　　　　　　　　　　(ベッドサイド＋330円）
　・カラーのみ　　　　　　4,400円
　・パーマ（カット込） 　 5,500円

　家族寝具利用代 　・カット＋部分染め　　4,950円
  家族宿泊代
　インフルエンザワクチン接種料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文書料　
　健康診断書 5,500円

※2通目以降はそれぞれ2200円

　生命保険会社用の証明書、診断書など 5,500円

　死亡診断書（行政機関提出用） 5,500円

　死亡診断書（生命保険会社用） 16,500円

昼食　900円
夕食　940円
150円/回

2000円/1泊１室
実費負担
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３．その他の利用料金　（入　所）

その他利用料・費用　
材料費は実費負担

　　　 理　髪　料　　　　　　

1,100円（一般棟　個室）/日

110円/日   ・カット顔剃りシャンプー　　 　 　
55円/日
150円/回
100円/回

　入所証明書、使用証明書 1,100円

掲示料金表を参照

　家族食事代
朝食　710円




